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（１）組織
自主防災組織は福島地域の住民などで構成され、災害から「自分たちのまちは自分たちで守る」
ために通勤・通学の方々も含め、お互い協力・連携して活動することをめざします。

（2）町会の自主防災組織図・役割
町会責任者は町会員で班員を編成する。

（4）避難所運営委員会の組織図・役割

（3）本部の組織図・役割
日頃から、地域の安全点検や防災訓練など、災害に備えた様々な取り組みを実践するとともに、
災害時には被害を最小限にくい止めるための活動を行います。

（5）災害時避難所について
発災時、避難所は配置図案を参考に本部・救護所などを置き、避難所運営委員会で配置（部屋
割り）を決めた部屋に避難住民を誘導する。
また、部屋割りに関しては要配慮者※、女性への配慮を考える。組織全般の庶務

地域全体の情報収集、町会との情報伝達
区役所等との情報伝達

避難誘導
避難者数の把握
要配慮者※支援対策の検討

可搬式ポンプの活用による初期消火

消火班

救出・救護班

避難誘導班

出火防止対策、初期消火の活動、火災の警戒

救出・救助活動、防災機関への協力

避難の呼びかけ、避難人員の点呼、安全な避難誘導

※上記班以外に安否確認、情報収集伝達、被害等の報告、デマ防止などの役割が必要です。

情報班

避難誘導班

消火班

総務班

避難所運営委員会

（○○町会）自主防災組織

（○○町会）自主防災組織

※大阪市自主防災活動マニュアルより
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管理部
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食糧部

物資部

区役所からの情報収集、避難者への情報提供、
人的応援の要請、その他他部に属さないこと

避難者の把握、リストの作成、避難者等の出入所管理、
避難スペースの配分・誘導、施設・設備の確認、
施設の警備、ごみの集約・清掃等

応急救護所の確保、
傷病者の救護・把握及び区役所等との連絡調整、
要配慮者※への対応等

飲料水の確保、食料の炊き出し・配給等

救援物資・調達物資の集約及び避難者への配給

施設管理者や区役所との連絡調整、企画運営、
他関係機関等との連絡調整、組織の総括、
組織内の連絡調整・指揮

○要 配 慮 者※   ：  ● 福祉避難室、場合により福祉避難所へ

○女性への配慮 ：  ● 仮設トイレ（女性用）
　　　　　　　　 ● 女性更衣室
　　　　　　　　 ● 女性用物資保管庫
　　　　　　　　 ● 女性用物干し場　　など

※要配慮者とは…高齢者、障がい者（家族の方を含む）、乳幼児・妊産婦（家族や保護者を含む）、
　　　　　　　　外国人など災害時に配慮を要する方
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4． 自主防災組織（町会・災害対策本部・避難所運営委員会）
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火事だゾーッ！！

（１）日頃の取り組み
各家庭で、以下の取り組みをしていただくように、各町会で啓発・推進する。

①出火防止
　・火災が発生しても素早く対処できるよう消火器などを準備しておく。
　・家庭から火を出さないように心がけ、初期消火訓練を実施する。

②家具転倒防止器具の取り付け促進
　・安全対策として、家具の設置場所の変更や
　 転倒防止器具取り付け等の呼び掛けをする。

（2）災害時の取り組み

①地震災害の発生当初の行動     　      ②水害等の災害の発生時の行動

③安否確認

～大地震が発生すると多数の生き埋め者や負傷者が発生することが予想されます～

　・無事を知らせる場合、「白いタオルなど」を玄関先やドアノブ
　 などに掛けて知らせる。

　・近隣同士で安否確認を行い、救出が必要な場合は住民が協力
　 して救出救助する。

④初期消火

～火災を大きくしないためには、出火から数分間が勝負です～

　・大きな声でまわりの人に知らせ応援してもらい、消火器などですぐ
　 に消火する。

　・マンション等の集合住宅は非常ベルなどでも知らせエレベーター
　 は使わない。

　・天井まで火が回るようであれば安全のため避難する。

⑤救出・救護活動

～大災害になるほど消防署等の救助は遅れます。住民同士で協力しながら救出しましょう～

　・建物の倒壊などで救出・救護を要する人がいる場合、付近の人達と協力し合って、ただちに
　 救出・救護活動を行う。

　・軽症の場合は自主防災組織など住民がまず応急手当を行い、重症者等は最寄りの医療機関
　 に搬送したり、消防・救急隊の応援を要請する。

　・フォークリフトやバールなど有効な資器材を所有する企業などへ日頃から協力の相談をして
　 おく。

応急手当を
しました。おひと
りで避難でき
ますか？

ありがとう。
避難できます。

大丈夫ですか！

5． 自主防災組織及び個人の日頃の取り組みと発災時の行動

津波を伴う地震から身を守る 大雨や台風等の風水害から身を守る

１　自分の身体を守る
     家具や天井の下敷きにならないよう、
     丈夫なもので身体を保護しよう。

２　地震の揺れの程度で自己判断しない
     テレビ・ラジオ・インターネットで情報をできるだけ
     早く確認し、冷静に行動しましょう。

３　早く、高いところに避難
     揺れが小さくても津波が起こることがあります。
     小さい揺れであっても津波が来るとわかれば、
     「より早く」、「より高く」逃げましょう。
     また、浸水が始まってしまった場合は一刻を争います。     
     「遠く」よりも「高い」場所に避難しましょう。
     近くのマンションやビルの３階以上に逃げ込むよう
     にしましょう。

４　警報、注意報が解除されるまで避難
     津波は繰り返しおそってきます。
     警報、注意報が解除されるまで避難している高い
     場所にとどまりましょう。

１　情報の収集
     テレビ・ラジオ・インターネットで情報（気象、災害）を
     収集しましょう。

２　避難の準備
     大雨や局地的豪雨による水害、
     河川の氾濫が危ぶまれるとき、
     または「避難準備情報」が発令されたときは、
     避難の準備を早めに済ませましょう。

３　避難の開始
     「避難準備情報」が発令されたら、避難に時間を要
     する高齢者等は、早めの避難を開始しましょう。
     「避難勧告」「避難指示」発令時は落ち着いて直ち
     に適切な避難場所へ避難しましょう。

４　無理をせず避難
     夜間や風雨が激しい時または、避難行動に
     不安がある場合は無理をせず、
     ２階以上の安全な場所に避難しましょう。

緊急警報
放送です


